
新型コロナウイルスの影響で、紙面に掲載したイベント
等は、中止又は内容が変更になる場合があります。

再び感染が拡大しないよう感染防止の 3つの基本にご協力をお願いします。

1．身体的距離の確保	 2．マスクの着用	 3．手洗い

新型コロナウイルスに関するお知らせ
迫りくる台風・大雨シーズンに備える

正しい手の洗い方を知っていますか？

特集

最新情報は市ホームページ
をご覧ください。

お断り

Sakado
広報さかど
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咳やくしゃみ、
鼻をかんだとき ご飯を食べるとき 病気の人の

ケアをしたとき
公共の場所から
帰ったとき

外にあるものを
触ったとき

親指と手のひらを
ねじり洗いします。

石けんで洗い終わったら、十分に水で
流し、清潔なタオルやペーパータオル
でよく拭き取って乾かします。

隙間がないよう
鼻まで覆う

ゴムひもを耳に
かける

鼻と口の両方を
確実に覆う

マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

ティッシュ・ハンカチで
口・鼻を覆う

袖で口・鼻を覆う 咳やくしゃみを
手でおさえる

何もせず咳や
くしゃみをする

流水でよく手を濡らし
た後、石けんをつけ、手の
ひらをよくこすります。

手の甲をのばすよう
にこすります。

指先・爪の間を念入
りにこすります。

指の間を洗います。

換気、不要不急の外出を避ける
ソーシャルディスタンス※を保つを
心掛け、みんなで感染拡大を
防ぎましょう。

※ソーシャルディスタンス…疫病に感染するリスクを低減する方策として、他人と２m以上の距離を保つこと

新
型

正しい手の洗い方

咳 エチケット

マ
ス
ク
の
着
用

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や
「マスクの着用を含む咳

せ き

エチケット」です。「うつさない」
「うつらない」ために、日頃から感染予防を心がけましょう。

問市民健康センター☎284・1621

正
し
い

手首も忘れずに洗います。

手洗いの　つのタイミング5

関するお知らせ
コロナウイルスに

こ
ま
め
に
丁
寧
に

手
を
洗
い
ま
し
ょ
う

ほか、
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臨時給付金室 ☎ 282・5566

給付額

対　象

申請方法

申請方法

申請期限

相談受付 場所・問合せ

問合せ

対    象
一部抜粋

自立相談支援

住居確保
給付金の支給

平
日

市
内

午前８時30分～
午後５時15分

自立生活サポートセンター
（市役所１階）☎283・1112

支給

特別定額給付金 生活にお困りの方への支援

10万
円

10万
円

10万円

市内在住の事業主で主たる収入が
事業収入であり、税申告で事業所
得を申告している方

※いずれも令和２年４月７日以前から事業を開始していること

複数店舗の場合 20万円

給付額 一人 10万円

申請書に添付書類を添えて、商工労政課
（〒350-0292 坂戸市千代田１－１－１）へ
郵送又は電子申請
※詳細は、市ホームページを
　ご確認ください。

４月27日現在、市の住民基本台帳に
記録されている方（外国人含む）

申請期間 5月19日～ 8月31日

8月21日（金）

問商工労政課☎227・9666

相談員が話を聞き、自立に向
けた支援を行います。

内　　　容問 合 せ 先 電話番号・FAX※1 受付時間※2

24時間

平日  午前８時30分～
　　  午後５時15分

午前９時～午後９時

午前９時～午後６時

平日 午前９時～午後５時
土日 午前９時～午後４時
平日、土日 午前８時30分
　　　　　～午後７時
平日、土日 午前９時～
　　　　　午後６時

平日 午前９時～午後７時

平日 午前９時～午後５時

平日 午前８時30分～
　    午後５時15分
平日 午前８時30分～
　　 午後５時15分

平日 午前９時～午後５時

平日、土曜 午前８時30分
　　　   ～午後５時15分

24時間

一般的な相談のほか、感染が疑われる場合には専門外来に
つなぐ帰国者・接触者相談センターを紹介するなどの対応
感染が疑われる症状がある場合、医療機関を受診すべきか
どうかなどの対応

ご自身の症状に不安がある場合など、一般的な問合せ

布マスクの全戸配布に関する問合せ

不安な気持ちや日常を落ち着いて過ごすための方法等につい
て、相談される方と一緒に考える

持続化給付金に関すること（事業者に対する国の給付金）

埼玉県中小企業・個人事業主支援金（事業者に対する県の支援金）

新型コロナウイルス感染症特別貸付（実質無利子無担保融資）

埼玉県中小企業制度融資（経営安定資金・経営あんしん資金）

セーフティネット保証制度・危機関連保証認定申請
（経営安定資金等申請に必要）

雇用調整助成金に関すること

休業、解雇・退職、特別休暇制度、雇用調整助成金等に関すること

市税の徴収猶予に関すること

DV相談窓口「DV相談＋（プラス）」（SNS、メール、外国語可）

☎0570・783・770
    048・830・4808
☎283・7815
    284・2268
☎0120・565・653
    03・3595・2756

☎0120・551・299

平日☎048・723・1447
土日☎048・723・6811

☎0120・115・570

☎0570・000・678
☎048・830・8291

☎0120・154・505

☎048・830・3801

☎内線345

☎242・0197

☎048・600・6262

☎内線258

☎0120・279・889

※１ 聴覚に障害がある方をはじめ、電話での相談が難しい方はファックスにてご相談ください。 
※２ 電話相談の受付時間です。新型コロナウイルス感染症に関する主なお問合せ先一覧

健
　
　康

事
　業
　者

そ
の
他

新型コロナウイルス感染症
県民サポートセンター
帰国者・接触者相談センター

（坂戸保健所）
新型コロナウイルスに係る
厚生労働省電話相談窓口
布マスクの全戸配布に関する
電話相談窓口
新型コロナウイルス感染症
埼玉県こころの電話

中小企業庁  金融・給付金相談窓口

埼玉県中小企業等支援相談窓口

日本政策金融公庫

埼玉県 産業労働部 金融課 
企画・制度融資担当

坂戸市役所 商工労政課

ハローワーク川越

埼玉労働局 特別労働相談窓口

坂戸市役所 納税課

内閣府

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
売上が減少した市内の小規模事業者等

個人

市に法人市民税申告をしている法人法人

小規模事業者等を対象に

郵送された紫色の申請書を返送又は
電子申請（マイナンバーカードが必要）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止
　のため、郵送でお願いします。

収入減少で住居を失うおそれ
がある方に一定期間家賃相当
額を支給します。
※詳細は、市ホームページをご確認ください。

コロナウイルス感染症の影響で新
型

新
型コロナウイルスに負けずに

　様々な工夫・対策に取り組む事業者の皆さんを、市
ホームページを通じて情報発信することで応援してい
ます。掲載を希望する場合は、お問合せください。

市ホームページは
商工労政課
（内線 345）
問

エ～ルがんばる事業者を紹介
こ
ち
ら



　                自宅の２階以上まで
浸水する危険がある場合は、浸水が始
まる前に早めに避難所へ避難するこ
とが大切です。また、感染症対策とし
て、避難所の密を避
けるため、浸水想定
区域外の親戚や知
人の家へ避難する
ことも有効です。

・マスク ・	アルコール消毒液や
除菌シート

・体温計 ・	その他避難に際し、必要
なもの（食料や生活用品等）

感�染症対策のために　 　　　　　　　　　　　　 市の備蓄には限りがあります。感染
症対策に必要なものは、できるだけ各自で準備のうえ、避難の際
には持参するようご協力をお願いします。また、避難所へ避難し
た際は、マスクの着用や咳エチケットの徹底をお願いします。

水平避難

自力で状況判断を
垂直避難 浸水の危険がない　                自宅の１階程度まで
浸水する危険がある場合は、避難所
への避難のほか、２階以上への避難
も有効です。夜間や悪天候時など、
すでに屋外へ出ることが危険な場合
は、むやみに外へ
出ず屋内の高いと
ころへ避難しまし
ょう。

　                            自宅に浸水
する危険がない場合は、風雨が治ま
るまで自宅で待機しておく方が安全
です。

防災情報を
入手しよう !

　災害時は市や関係機関が様々な情報を発信します。事前にその入手方法
を確認しておくことで、いざというときの助けとなります。自分の命を守
るためにも、普段から防災情報を入手できるようにしておきましょう。

避難情報を
理解しておこう！

　市は気象状況や河川の水位、時間帯等を総合的に判断し、警戒レ
ベルによる避難情報を発令します。避難情報の内容や発令の目安と
なる情報をあらかじめ理解しておきましょう。

※災害発生情報は、災害が実際に発生していることを市が把握した場合に、可能な範囲で発令します。
◇警戒レベルは必ずしも順番に全て発表されない場合があります。（例：急な気象の変化により、警戒レベル３が発令されず、警戒レベル４が発令される）
◇越辺川・高麗川の水位の基準は、令和２年６月現在の数字です。 ◇避難情報を発令するタイミングは、上記のとおりにならない場合があります。
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水害リスクを確認しておこう !
　自分が住んでいる地域は浸水する危険があるのか、避難の必要
があるのか等の水害リスクを、事前に確認しておきましょう。水
害リスクは、市防災マップの水害ハザードマップ（P21 ～ 28）
で確認できます。防災マップは、市ホームページに掲載していま
すので、事前に以下の項目をチェックしておきましょう。

　マイ・タイムラインとは、
河川の氾濫発生から逆算し
て、いつまでに何をしておかなけ
ればならないのかを時系列でまとめる自分
の行動計画表です。
　市では昨年９月にマイ・タイムラインの冊
子を作成し、全戸配布しました。冊子は市ホ
ームページに掲載しているほか、防災安全課
でも配布しています。
　この機会に各家庭で話し合って作成して
みましょう。

マイ・タイムラインを
作ってみよう

みんなでつくろう
マイ ・タイムライン

　「マイ・タイムライン」は台風の接近等によって

河川の水位が上昇するときに、自分自身がとる

標準的な行動を時系列的に整理し、とりまとめ

る行動計画表です。急な判断が迫られる洪水発

生時に自分自身の行動のチェックリスト、また判

断のサポートツールとして役立ちます。

　自分の家族構成や生活環境に合った避難に必

要な情報・判断・行動を把握してマイ・タイムラ

インを作成し、「自分の逃げ方」を確認しましょう。

　川から水が溢れる前に安全な場所へ移動しておくためには、

どのように川が溢れるかを知り、それに応じた備えをしていく

必要があります。安全な場所への距離や移動するスピードは人

によって異なります。自分自身の家族構成や生活環境を踏まえ、

洪水リスクを把握し、確実に避難できることが重要です。

　いざという時に慌てずに行動するため、いつ、何をするべき

か、家族でよく話し合い、マイ・タイムラインをつくってみま

しょう。できあがったマイ・タイムラインは家の中の見えると

ころにつるしておきましょう。

坂戸市

マイ・タイムラインとは？
 マイ・タイムラインをつくろう！

目 次 ／ INDEXＰ1 状況を確認しよう！
必要な情報を手に入れよう！

Ｐ3.4 マイ・タイムラインを作ってみよう！

Ｐ5.6 マイ・タイムラインの作成例水害時の情報入手の手段　

Ｐ7

避難情報を理解しよう！

Ｐ2

！

41. 防災

避難ルートも確認！

チェックが入った方は避難が必要です！

迫りくる

台風 大雨 備えるシーズンに・
問防災安全課（内線２１９）

　令和元年東日本台風では、市内各所で甚大な被害が発生しました。
　近年、台風や大雨による被害は、全国各地で毎年のように発生しており、今年も例外ではありません。
昨年の経験を踏まえ、迫りくる台風・大雨シーズンに備えるためにも、今一度各家庭でしっかりと準備
を整えておきましょう。

　地震はその発生を的確に予測することは難しいと言われて
いますが、台風や大雨による水害は、数日前からある程度予
測することができます。いざというときに自分の命をしっか
りと守れるようにするためにも、日頃から積極的に防災情報
に目を向け、様々な知識を身に付けておきましょう。

水害は予測できる災害
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